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　【農作業をする方】
　◇農作業をする際は、複数人で行い、鈴やラジオなどの音の出るものを身につける。
　◇クマの隠れ場所をなくすため、田畑の周りは草刈りをする。
　◇早朝・夕方、薄暗い時間帯は作業しない。
　【日常生活】
　◇玄関を開ける際や車両の乗り降りで屋外に出かけるときは、周囲を確認するよう
　　心がけましょう。
　◇草やぶなどには近づかないようにしましょう。
　【入山する方へ】
　●クマに出遭わないために
　　◇鈴、ラジオ、大声などで大きな音を出す。
　　◇朝夕・暗い時間帯は山に入らない。
　●クマと出遭ってしまったら
　　◇静かにゆっくりと後ずさりして逃げる。

 　◇子クマには近づかず、そっと立ち去る。

まちからのお知らせ

　◆募集住宅　辻岡住宅　２戸
　　　　　　　間取り：３K
　　　　　　　築年数：昭和 59 年
　　　　　　　家賃：19,500 円～ 38,000 円
　　　　　　　学区：金ケ崎小学校

　◆募集住宅　荒巻住宅　１戸
　　　　　　　間取り：２DK
　　　　　　　築年数：平成 14 年
　　　　　　　家賃：22,000 円～ 51,100 円
　　　　　　　学区：三ケ尻小学校

お知らせ
news

問・　農林課（☎ 42-2111、内線 2235）

クマに注意しましょう！

☆昨年は山の木の実が少なかったことから、クマの活動範囲が広くなることにより市街地での
　出没も多くなることが予想されます。
☆山菜採りなどで山に入る予定の方や農作業をする方は、クマと出遭わないよう、次のことに
　ご注意ください。

●クマを目撃した場合や痕跡を見つけた場合
　には、直ちに役場に連絡をしてください。

お知らせ
news 町営住宅の入居者を募集します

◆受付期間　4 月 22 日（月）～ 4 月 26 日（金）
　　　　　　なお、応募資格については都市建設課窓口や HP により、事前にご確認願います。
◆応募方法　都市建設課に備え付けの申込書に関係書類を添えて提出。
◆選考方法　提出書類による審査
◆入居資格　収入上限ほか、生活に困窮している、暴力団員ではないなどの入居資格があります。
◆入居時期　受付期間から約 1 か月後の予定
◆注意事項　入居前に敷金の支払と連帯保証人の選出が必要になります。事前内覧などはしており
　　　　　　ませんのでご了承ください。

問・　都市建設課建築住宅係（☎ 42-2111）

問・申請先　生活環境課消防交通係（☎ 42-2111）

お知らせ
news 金ケ崎町消防団協力事業所に新たに 3事業所が加わりました

　消防団と事業所の連携・協力体制を図り、地域の消防防災力の充実強化等を目的とした、金ケ崎町消防団
に協力していただける協力事業所に、新たに３事業所が加わりました。

事業所名 認定基準

岩手県立県南青少年の家 ・災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなど協力している。

㈱永岡温泉夢の湯 ・災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなど協力している。

千貫石温泉　湯元東館 ・災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなど協力している。
・消防団活動に協力することにより、地域の消防体制の充実強化に寄与している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※随時、協力事業所を募集しています。

問・申請先　税務課賦課係（☎ 42-2111、内線 2115）

お知らせ
news 軽自動車税（種別割）の減免申請を受け付けます

◆申請に必要なもの
　納税通知書、障害者手帳、運転者の運転免許証、車検証（※）、納税義務者の個人番号カードまたは通知カード
　※車検証に所有者及び有効期間の満了する日の記載がない場合には、「自動車検査証記録事項」

　※駐車場は別料金（1,370 円 / 月・台）

　令和６年度の軽自動車税（種別割）納税通知書を５月８日（水）に発送します。
　下記減免対象となる人で減免を希望する場合は、５月 24 日（金）までに申請してください。
　なお、令和 5 年度に減免申請した人で申請対象の軽自動車等が廃車・名義変更等されていない場合の
み納税通知書へ減免に係る申請書を同封します。
◆減免対象
　障害の区分や程度により次のとおり減免対象の範囲が定められています。詳しくは問い合わせください。

①身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦
傷病者手帳、療育手帳を交付されている人（身体
障がい者等という。）が所有する軽自動車等で、
本人が運転している場合

②身体障がい者等が所有する軽自動車等で、身体
障がい者等の通学、通院、通所もしくは生業のた
めに身体障がい者等と同じ生計の人が運転してい
る場合

③身体障がい者等のみで構成される世帯の世帯員
が所有する軽自動車等で、身体障がい者等の通学、

通院、通所もしくは生業のために身体障がい者等
を常時介護する人が運転している場合
　
④精神障害保健福祉手帳、療育手帳、18 歳未満
の身体障害者手帳を交付されている人と同じ生計
の者が所有する軽自動車等で、当該の人の通学、
通院、通所もしくは生業のために同じ生計の者が
運転する場合
　
⑤身体障がい者のための構造となっている軽自動
車等


